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第４章 厚生福利 
第１節 公立学校共済組合 

 
公立学校共済組合の事業には、短期及び長期の給付事業と、組合員の福利厚生事業、組合員に対

する貸付事業並びに宿泊施設の経営等があり、これらに必要な費用は、組合員の掛金と地方公共団

体の負担金をもって充てている。 

 
【組合員及び被扶養者数（平成 28年度末）】［単位：人］ 

 

 区 分 組合員数 被扶養者数 

 一般 12,493 ― 

 うち男 6,427 ― 

 女 6,066 ― 

 長期 0 ― 

 船員 34 ― 

 任意継続 250 ― 

計 12,777 11,651 

第１ 短期給付事業 

○収支状況（平成 28年度） 

【収入】        ［単位：千円］ 

 

 

【支出】          ［単位：千円］
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 長期給付事業 

年金給付等の財源として本部へ送金した。 

【収入の状況（平成 28年度）】［単位：千円］ 
 

区 分 金 額 

負担金 11,662,425 

追加費用負担金 3,425,497 

掛金 8,301,012 

利息及び配当金 0 

計 23,388,934 

  

区 分 金 額 

法定給付 3,617,798 

附加給付 51,293 

一部負担金払戻金 44,946 

短期任意継続掛金還付 5,415 

介護任意継続掛金還付 636 

計 3,720,088 

  

収支差額（本部送金） 5,013,487 

区 分 金 額 

短期負担金 3,930,455 

介護負担金 400,470 

短期掛金 3,894,297 

介護掛金 400,408 

短期任意継続掛金 95,834 

介護任意継続掛金 11,110 

利息及び配当金 0 

賠償金 1,001 

計 8,733,575 
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第３ 厚生福利事業 

 
１ 人間ドック 

利用を希望する組合員 1,476人を対象に、以

下の９医療機関において、事業費 72,392千円

で実施した。 

【利用状況】          ［単位：人］ 

２ 脳ドック 

脳疾患の早期発見、早期治療を目的として、

45歳以上の希望する組合員 411人を対象に、以

下の４医療機関において、事業費 14,615千円で

実施した。 

【利用状況】          ［単位：人］ 
 

 

 

 

 

 

３ ライフプラン総合講座 

組合員の健康管理意識を高め、健康の保持・増進を図るため、健康管理講座を実施した。 

【受講者数】256人    【事業費】926千円 

 
４ メンタルヘルスサポート事業 

こころの健康の保持・増進とこころの病気の早期発見・早期対応、再発予防を図るため、県教育

委員会と共催で、メンタルヘルスに関する以下のセミナーを実施した。       ［単位：人］ 

区 分 目 的 対象者 期 日 回数（開催地） 参加者数 

教職員のためのメンタル 

ヘルスセミナー 

メンタルヘルスに関する基礎知識と

理解を深め、相互支援できる職場環

境の醸成を図る。 

一般教職員 
平成 28 年 8 月

8 日、9 日、12 日 

3 回（花巻市、盛岡市、

宮古市） 
138 

管理監督者のためのメ ン

タルヘルスセミナー 

メンタルヘルスに関する知識や対応

方法について習得を図る。 
管理監督者 

平成 28 年 11 月

15 日 
1 回(盛岡市) 125 

管理監督者メンタルヘ 

ルス特別セミナー 

災害起因の心身不調、人事異動に

伴う体調不良等への対応等につい

て、専門医から助言を受ける。 

管理監督者 
平成 29 年 1 月 5

日 
１回（盛岡市） 117 

 

５ 施設利用補助（サンセール盛岡利用補助） 

組合員等によるサンセール盛岡の利用に対し、計 64,936 千円を補助した。 
 

区 分 利用人数等 補助額(千円) 補助の概要 

宿 泊 2,046 人 4,092 宿泊利用１人につき、2,000 円を補助 

会 食 18,420人 53,357 会食利用１人につき、利用額に応じ 3,000 円～1,000 円を補助  

会 議 507件 5,833 過半数が組合員のとき、50％最高 25千円を補助 

法事・慶事 10 組 636 法要・慶事利用１組につき、最高 20万円を補助 

年金受給者 509件 1,018 宿泊利用１人につき、2,000 円を補助 

計  64,936  

医療機関名 利用人数  
公立学校共済組合東北中央病院 424  
県立中央病院  99  
岩手医科大学附属病院 74  
北上済生会病院 35  
盛岡赤十字病院 173  
松園第二病院 30  
岩手県予防医学協会 528  
滝沢中央病院 30  
盛岡市立病院 83  

計 1,476  

医療機関名 利用人数 

公立学校共済組合東北中央病院 118 

盛岡市立病院  99 

盛岡赤十字病院 95 

北上済生会病院  99 

計 411 
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第４ 貸付事業 

組合員が臨時に資金を必要とする場合に貸付を行っており、平成 28年度における新規貸付の状

況は次のとおりである。 

 
【平成 28年度新規貸付件数】 ［単位：件、千円］ 

 

区 分 件 数 貸付金額 制度の概要 

一般貸付 45 52,500 

 
組合員が臨時に資金を必要とする場合 □限度額 200万円 

住宅貸付  3 9,700 組合員が自己用の住宅の新築等をする場合 □限度額 1,800 万円 

住宅災害貸付 0  0 住宅に非常災害を受け、新築等をする場合 □限度額 1,900 万円 

教育貸付 10 26,600 組合員やその子弟が大学等に入学する場合 □限度額 550万円 

医療貸付 4 4,000 組合員やその親族が医療を受ける場合 □限度額 120万円 

結婚貸付 2 3,600 組合員やその子が結婚する場合 □限度額 200万円 

葬祭貸付 1 1,100 組合員が親族の葬祭を行う場合 □限度額 200万円 

高額医療貸付 0 0 組合員が高額療養費を支払う場合     □限度額：高額療養費相当額 

災害貸付 0 0 組合員や被扶養者が非常災害を受けた場合 □限度額 200万円 

出産貸付 0 0 組合員が出産費を支払う場合 □限度額：出産費相当額 

計 65 97,500  
 

第５  宿泊施設 

岩手支部は、組合員等の福利厚生施設として、盛岡宿泊所「サンセール盛岡」を設置している。

当該施設は、組合員に限らず広く県民に利用されており、その利用状況は次のとおりである。 

区分等 利用状況 備 考 

宿 

泊 

部 

門 

収容定員 79人  
宿泊可能人数 28,835人 収容定員 79人×営業日数 365日 

宿泊延べ人数 10,870人  

宿 

泊 

外 

部 

門 

収容定員 938人  
利用可能人数 342,370人 収容定員 938人×営業日数 365日 

利用延べ人数 96,531人  

 

うち会議利用 42,756人  
宴会利用 41,053人  
婚礼利用 38人  
グリル等 12,684人  

計 107,401人 宿泊延べ人数 10,870人＋宿泊外利用延べ人数 96,531人 
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第２節 教職員互助会 

 
本県における教育文化の振興発展に寄与し、併せて教職員及び教育関係職員の福利増進と生活

の安定を図ることを目的として、以下の諸事業を実施した。 

 
第１ 短期給付事業 

 

区 分 給付額(円) 件数等 制度の概要 

療養給付金 72,137,468 
被扶養者 

26,512 件 被扶養者が療養を受けたとき給付 

無給会員給付金 

（過年度分） 
 

0 

 

28 条休職者 
0 件 

会員が休職し無給となったとき給付 
□28 条休職者：3 万円/月 

（平成 24 年度で廃止） 

出産保育費 5,520,000 
会員…… 108 人 
配偶者… 76 人 

会員又は被扶養配偶者が出産したとき給付 
□会員・配偶者：3 万円 

災害見舞金 9,600,000 
39 件 会員が火災等の災害を受けたとき損害の程度により給付 

□3 万円～60 万円 

弔慰金 11,300,000 

会員…… 18 人
配偶者…… 7 人 
被扶養者… 9 人 

会員、配偶者又は被扶養者が死亡したとき給付 
□会員:50 万円、配偶者:20 万円、被扶養者:10 万円 

計 98,557,468 

  

 

第２ 長期給付事業 
 

区 分 給付額(円) 人 数 制度の概要 

生きがい対

策支援助成

金 

131,049,900 

650 人 
うち定年退職…………324 人 

勧 奨 退 職 ………100 人 
死亡退職…………17 人 
普通退職…………46 人 
特別会員…………45 人 
その他（異動等）…118 人 

会員資格６か月以上の会員が退会したとき給付 
□  ①8,500 円×会員年数(入会～平成 24 年度) 

②3,000 円×会員年数(平成 25 年度  ～ ) 
①＋② = 給付合計額 

（１人平均 201,615 円） 

 

第３ 厚生福利事業 
 

区 分 給付額(円) 件数等 制度の概要 

療養給付金 182,627,370 64,795 件 
会員が療養を受けたとき給付 

入院見舞金 11,333,500 
会員……… 10,960日 

被扶養者… 11,704 日 

会員又は被扶養者が入院したとき給付 
□会員・被扶養者：１日につき 500 円 

介護休暇給付金 1,905,927 13 件 

会員が介護休暇を取得したとき給付 
□１日につき給料日額の 100 分の 60 に相当する額から 
共済組合の介護休業手当金を控除した額 

 



 

区 分 給付額(円) 件数等 制度の概要 

小学校入学祝金 4,400,000 440人 
会員の被扶養者、配偶者の被扶養者に認定されている子が 
小学校に入学したとき給付 
□10,000 円 

弔慰金（過年度分） 0 
0 人 配偶者（会員又は被扶養者を除く）が死亡したとき給付 

□被扶養者以外の配偶者：200,000 円（平成 24 年度で廃止） 

施設利用補助 4,903,909 

 
宿泊利用……3,343 件 
うち全教互指定旅館 

3,342 件 
サンセール盛岡 

1 件 

会食利用…… 410 件 

婚礼利用……… 2 件 

法要・慶事等利用 
……… 0 件 

宿泊利用補助：会員及び被扶養者が指定施設を宿泊で利用 
したとき補助 

□全教互指定旅館：１泊につき 1,000 円 
□サンセール盛岡：１泊につき 2,000 円（特別会員） 

会食利用補助：特別会員が会食でサンセール盛岡を利用し 
たとき補助 

□１人１回につき 6 千円以上の利用：3,000 円   
 5 千円以上 6 千円未満の利用：2,000 円 

3 千円以上 5 千円未満の利用：1,000 円 

婚礼利用補助：会員及びその子が、結婚披露宴でサンセー 
ル盛岡を利用したとき補助 

150,000 円を上限に１組の利用額の 25％ 

法要・慶事等利用：特別会員が主催するものに補助 
200,000 円を上限に利用額の 20％ 

退職慰労記念品費 35,980,000 

旅行券…………521 人 

香典料…………16 人 

平成 24 年度までの会員が、退職又は異動により退会したと 
き、平成 24 年度末までの会員年数に応じて旅行券を交付 

□会員年数 １年以上 10 年未満：20,000 円 
     10 年以上 20 年未満：40,000 円 

20 年以上 30 年未満：60,000 円 
30 年以上：     80,000 円 

死亡により退会したとき遺族に香典料を支給 
□香典料：50,000 円 

遺児育英資金 
3,500,000 

 
7 人 

会員が死亡したとき、被扶養者のうち、当該年度末までの 
間に満 18 歳以下である遺児があるとき給付 

□遺児１人 500,000 円 

ライフプランセミ

ナー 
894,559 

  □ライフプランを基本に「健康管理｣｢年金｣｢生涯生活設 
  計」について基礎研修と選択研修の講座を実施 
 □退職予定者を対象に退職準備セミナーを開催 

公益文化事業費 4,958,000 

  □岩手教育芸術祭開催（他団体と共催） 
 □東日本大震災被災校への図書カード寄贈 
 □文化公演会（他団体と共催） 

広報活動事業費 4,559,032 

  □互助会報発行：年４回 
 □会報表紙写真募集 
 □福祉のしおり 

保険外医療給付金 2,399,540 

マッサージ等… 167 件 
妊婦検診……… 16 件 
歯科治療……… 74 件 
不妊治療……… 12 件 

会員が保険適用外医療（マッサージ等、歯科治療、妊婦検 
診及び不妊治療）を受けたとき給付 
□１年度について 10,000 円以内 

身体矯正器具等購

入(修理)補助 
17,425,881 

眼鏡………… 1,753 件 
補聴器・補装具… 2 件 

眼鏡、補聴器、補装具のいずれかを購入（修理）したとき 
補助 
□２年度に１回に限り 10,000 円以内 

ホームヘルパー雇

用補助 
120,000 1 件 

会員、配偶者、会員又は配偶者の扶養家族、会員又は配偶 
者の父母が、在宅療養中に介助者及び家事援助者を１年度 
に５日以上雇用して、その費用を負担したとき補助 
□１日 2,000 円以内（１年度に 60 日を限度） 

ただし、介護保険の在宅支援給付を受けている 
場合は、その自己負担額の範囲内とする。 

心身リフレッシュ

支援助成 
43,556,400 

15 年………… 183 人 
25 年………… 609 人 

会員の会員継続年数が 15 年、25 年に達したとき助成 
□会員年数 15 年：40,000 円、25 年：60,000 円 
□助成品目：旅行券又は図書カード 

計 318,564,118 
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第４ 特別弔慰積立事業 
 

区 分 給付額(円) 件数(人数) 制度の概要 

特別弔慰金 
(過年度分) 

0 

 

会員……… 0 人 
配偶者…… 0 人 
被扶養者… 0人 

 

会員、配偶者又は被扶養者が死亡したとき給付 
□会員：20万円、配偶者：10 万円、被扶養者：5 万円 

（平成 24年度で廃止） 

積立給付金 36,169,400 積立金… 537人 
退会により会員の資格を失ったとき、当該会員が平成 25 年 3
月までに積立てた額を給付 
□積立金・毎月 200円積立の累計額 

計 36,169,400 
  

 

 
第５ 貸付事業 

 

区 分 貸付額(円) 件 数 制度の概要 

生活資金 232,360,000 148件 
会員が臨時に資金を必要とするとき 

□貸付限度額 200 万円 

奨学資金 59,500,000 35 件 
会員又はその子弟が高校、大学等に入学又は修学するため資金を必要とするとき 

□貸付限度額 200 万円 

結婚資金 7,500,000 5 件 
会員又はその子が結婚する場合で婚姻の前後６か月以内に資金を必要とするとき 

□貸付限度額 200 万円 

自動車購入資
金 

52,240,000 33 件 
会員が使用する自動車を購入するとき 

□貸付限度額 200 万円 

計 351,600,000 221 件 
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